
Ⅱ．事業評価個表

番号 措置名 交付金事業名

公共用施設に係る整備、維持補修又は維
持運営等措置

消防用小型動力ポンプ及び積載車購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 江津市

交付金事業実施場所 江津市和木町地内　及び　江津市桜江町八戸地内

交付金事業の概要

  現在、市内の各分団に配置されている消防設備に関しては、導入後耐用年数を大幅に経過し、修繕等により辛うじて維持している設備も
少なくなく、今後の消防活動に支障をきたしかねない恐れがあります。
　そのような状況に対応するため、当交付金を活用し設備の更新を図ります。具体的には各分団に設置された消防用小型動力ポンプ及び積
載車を整備します。
○購入備品
・小型動力ポンプ　　　　　２台（和木分団・長谷分団）
・小型動力ポンプ積載車　　１台（和木分団）

総事業費（円） 6,793,200 交付金充当額(円） 4,533,000

指名競争入札契約 株式会社　吉谷 6,793,200

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無

特に予定なし

契約の相手方 契約金額（円）

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

市内の消防設備は老朽化の著しいものが多く、消火活動に支障をきたす恐れがある。次年度以降においても消防設備の整備を継続し、地域防災力の強化を図る。

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 平成33年度

交付金事業の成果
及び評価

　この度の交付金事業については、市内消防設備の整備年度を定めた「江津市消防施設整備計画」に基づき、市内における上記２地区の消
防分団の設備を更新します。このことで、ポンプ及び積載車は軽量化され、取扱い・メンテナスが容易となることから、講習を受けた一般
住民でも使いやすくなり、より迅速な初期消火に繋がることとなりました。
　和木分団（江津市和木町）の小型動力ポンプ積載車の更新については、導入から24年が経過しており、修理老朽化が著しく、メーカーの
修理部品の供給が困難となり、消火活動に支障をきたす恐れがあるため、同計画に沿って更新を行いました。
　また、長谷分団（江津市桜江町八戸）の小型動力ポンプの更新についても、導入から24年が経過しており、老朽化が著しく、消火活動に
支障をきたす恐れがあるため、同計画に沿って更新を行いました。
　このように消防設備や装備の一層の強化、高度化及び省力化を図るため、消防設備を更新することにより、迅速な消火活動の実現と団員
の防災意識向上を醸成し、併せて自主防災組織による取り組みの推進が図られ、地域防災力の充実・強化することができました。

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

対象設備の整備


